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１ はじめに 

 

平成２０年第一回定例会の開会にあたり、議会並びに区民の皆様に、区政の

基本方針と施策の大綱について、所信の一端を申し上げます。 

本定例会では、平成２０年度一般会計予算案をはじめ、多くの議案をご審議

いただきます。 

何とぞ、議会並びに区民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

昨年は、相次ぐ賞味期限・消費期限の改ざん、産地偽装などの食品表示が社

会問題になりました。食品から発覚した偽装は、その後、耐火材、再生紙へと

飛び火し、とどまるところを知りません。企業としての使命感や消費者本位の

視点を忘れ、利益を優先する体質が、問題の先送りや隠ぺいにつながり、消費

者をはじめ多くの人々の信頼を大きく損なうこととなっています。 

 

また、年金記録漏れ問題や保険料の不正免除、職員による保険料の着服など

社会保険庁の不祥事や防衛省における汚職事件は、行政に対する大きな不信感

を招いています。 

 

官民にわたるこうした一連の不祥事は、社会的使命感の欠如と倫理観の喪失、

自らの地位と権限に対する驕り、そして何よりも公共に対する意識の薄さから

生じたものであると言わざるを得ません。 

 

私たち、公共に携わる者は、絶えず「公共とは何か」、「公共の利益とは何

か」を問い直していく必要があります。 
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区民の区政への信頼は、こうした私たちの公共に対する真摯な自覚とその積

み重ねにより培われてくるものです。 

 

どのような素晴らしい施策であっても、区民の信頼なくしては実現できませ

ん。 

私は、本年も引き続き区民の信託に応え、区民に信頼される区政の実現と区

民福祉の向上にむけ、公共の持つ意味に深く思いをはせ、全力で取り組んでま

いります。 

 

さて、昨年の１１月、政府の地方分権改革推進委員会は、５月に取りまとめ

た「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」を踏まえ「中間的な取り

まとめ」を提出しました。ここでは、「中央政府」と対等・協力の関係に立つ

「地方政府」の考え方が示され、その確立に向け多くの重要な提言がなされて

います。 

また、東京を巡る地方自治制度の課題や改革の方向については、東京都が設

置した東京自治制度懇談会が、１１月にまとめた「議論の整理」の中で、「特

別区の区域においては、都が大都市経営の担い手としての役割を果たすことを

明確化すべきである。」との提言を行いました。 

一方、特別区長会が設置した特別区制度調査会は、１２月に、今後の特別区

のあり方に関する報告を行い、この中で、「「都の区」の制度の廃止と「基礎

自治体連合」の構想」を提言しています。 

 

くしくも、同じ時期に都区双方から、特別区の区域における基礎自治体の自

治について方向性の異なる見解が示されました。 
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地方分権改革推進委員会が示した「地方政府」の受け取め方は、東京都と特

別区では、まさに正反対のものとなっています。 

 

私は、区が目指す自治体としての方向性について、この相反する二つの考え

方をもとに、今後、様々な機会を捉えて、区民の皆様に自治のあり方について

問いかけていきたいと思います。 

そして、特別区制度調査会の提言に対し、一人でも多くの区民の皆様に共感

を示していただけるよう現実の施策を積み重ねる中で自治の能力と体力をさら

に高めていきたいと考えています。 

 

２ 平成２０年度の区政運営の基本認識 

 

次に、平成２０年度の区政運営にあたりまして、私の基本的な認識について

申し上げます。 

 

地方分権改革は、決して、国と地方、東京都と区の間での権限と財源の取り

合いではありません。一律の制度や時代にそぐわない規制が温存されている限

り、区民の皆様は、本当に豊かな自治と生活を身近に実感することはできませ

ん。 

 

福祉、子育て、教育、まちづくりなど、人々の暮らしを支える公共サービス

を創り出すのは、基礎自治体の現場です。 
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区民により身近な自治体が、できる限りの権限と財源を持ち、自らの努力と

創意工夫により、地域に最もふさわしい公共サービスを多様な姿で展開してい

く、そのことにより豊かな自治を実現することができると私は確信しています。 

今こそ、区民の視点に立ち、新宿区という地域の実情に合った住民サービス

を担うため、「地域主権」の確立を目指し、全力を傾けてまいります。 

 

そのための羅針盤となるのが、今回策定した新たな基本構想と総合計画であ

り、それを現実化する手段が実行計画です。 

 

区は、昨年１２月に新たな「基本構想」及び「総合計画」を策定しました。

この基本構想と総合計画は、平成１７年度の区民会議の発足・提言から始まり、

地区協議会での議論、基本構想審議会や都市計画審議会での審議、区議会での

議決を経て策定されたものです。そこには、３年にわたる多くの区民の皆様の

自治の力が結集されています。 

 

新しい基本構想は、三つの基本理念を掲げています。 

第一は、「区民が主役の自治を創ります」、第二は、「一人ひとりを人とし

て大切にする社会を築きます」、そして第三は、「次の世代が夢と希望を持て

る社会をめざします」という基本理念です。そしておおむね二十年後の新宿区

の「めざすまちの姿」を「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのま

ち」と定めています。 

 

また、この新たな基本構想に基づき、総合計画では、総合的かつ計画的な行

政運営を推進していくために、今後、１０年間にわたるまちづくりの指針を定
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めました。この総合計画は、区民と行政とが共通の目標を掲げ、取り組むべき

施策の方針を示すことにより、区民の区政への参画とまちづくりへの協働を進

めていくものです。 

 

さらに、総合計画の具現化に向けて、平成２０年度からの第一次実行計画を

策定し、具体の事業を通して「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいの

まち」を実現してまいります。 

 

私は、「新宿力」を形づくるものは、「地域の力」と「多様性」であると考

えています。 

「地域の力」を信じ、「多様性」を活かすことで「新宿力」はさらなる輝き

を増し、豊かな自治の実現に結びつけることができます。 

 

そのためには、何よりも、まず、「地域の力」を活かす施策を進めることで

す。 

新宿の持つ自然や地勢、歴史、文化などを土台に培われた個性豊かな資源を

積極的に施策に活かし、育てることによって実のあるものとし、将来にわたり

継承していくことが大切です。 

このような視点を具体的な事業として実践することにより、区民の地域に対

する愛着と区政への信頼が生まれ、それが「やすらぎのまち」の実現へと結び

ついていきます。 

 

次に、「多様性」を活かす施策を進めることです。 

国際化、情報化が進展する時代にあって、「多様性」は、創造、活力の源と
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なるものです。新宿のまちは、地域も人も多様性に富んでいます。この新宿の

強みを活かす施策を進めることで、個性あふれる地域の自治を形づくることが

できます。 

個性あふれる地域の自治は、まちの元気を引き出し、それが「にぎわいのま

ち」の実現へと結びついていきます。 

       

この「地域の力」と「多様性」をキーワードに、それぞれの地域が個性豊か

な資源を活用することにより、豊かな自治を実現していく、それが「地域主

権」の姿であり、区が目指すべき方向であると、私は考えています。 

そして、その積み重ねにより、基本構想の理念が現実のものになると確信し

ています。 

 

このような認識のもと、この度、私は、羅針盤としての区の将来像を明確に

示すことができたと考えています。 

今後は、基本構想が描く将来像を実現するために総合計画や実行計画に盛り

込んだ具体的な取り組みを着実に推進していくことが、区長としての私の最大

の使命であると認識しているところです。 

 

３ ６つの基本目標と主要施策の概要 

 

さて、本年度は、今後４年間に区が計画的に推進する「第一次実行計画」の

初年度にあたります。そこで、ここでは区が今後積極的に取り組んでいく施策

のうち、主な事業の概要について、基本構想に掲げる６つの基本目標に沿って

申し上げます。 
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まちづくりの基本目標の一つ目は『区民が自治の主役として、考え、行動し

ていけるまち』です。 

 

新宿区における自治の基本理念、基本原則を明らかにするため、区民及び議

会と一体となって「（仮称）自治基本条例」の制定に向け取り組んでまいりま

す。 

 

また、地域の自治を支える「町会・自治会」への加入促進を図るほか、「地

区協議会」の活動を区民に周知するためのパンフレットを作成し、区内全域に

配布していきます。 

 

次に、２２年２月の開設を目指し、「（仮称）戸塚地域センター」を整備す

るとともに、旧四谷第四小学校の跡地に地域住民等との協働によるモデル事業

として進めてきた「四谷ひろば」を本年４月に開設します。 

 

また、区民との協働を一層推進するために、「協働事業提案制度」を引き続

き実施するとともに、「新宿区ＮＰＯネットワーク協議会」と連携し、地域で

活動する団体間のネットワーク作り等の拠点となる「（仮称）ＮＰＯふれあい

ひろば」を２１年度に開設するための準備を進めます。 

 

まちづくりの基本目標の二つ目は、『だれもが人として尊重され、自分らし

く成長していけるまち』です。 

 



 

- 8 - 

本年度から、子育て関連施策を総合的に推進するために「子ども家庭部」を

新設するとともに、「子ども家庭部」に「男女共同参画課」を設置することで、

ワーク・ライフ・バランスの実現と男女共同参画の推進を、次世代育成支援と

一体となって取り組んでいきます。 

 

次に乳幼児に対する子育て支援ですが、母子に対する歯科保健の重要性が大

きくなっていることから、各保健センターで乳幼児の保護者向けに歯科保健の

重要性に関する講習会を開催するほか、個別相談についても実施してまいりま

す。 

 

次に、保育園入所待機児童の解消についてです。 

私立認可保育園への建替えにより、受入れ定員の拡大と、地域の保育需要に

応えるため、２２年度の開設を目指し高田馬場第一保育園の整備を進めるとも

に、中落合第一保育園については、２３年度の開設を目指し、公募による事業

者選定を行います。併せて、民間事業者等による認証保育所の設置を促進する

ため、新たに３か所分の開設準備経費を補助します。 

 

また、保育内容の充実については、西早稲田保育園、新宿第二保育園の２園

で産休明け保育を、早稲田南町保育園、戸山第三保育園の２園で延長保育を開

始するほか、区内の私立認可保育園全園において、障害児の受け入れを行いま

す。 

 

一方、幼稚園と保育園の連携・一元化については、西新宿幼稚園と西新宿保

育園を統合した「（仮称）西新宿子ども園」を２３年度に開設するため、本年
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度はそのための準備を進めてまいります。 

 

次に、地域において子どもが育つ環境の充実です。 

学童クラブの需要に対応するため、信濃町学童クラブ、西落合学童クラブの

施設整備を行いスペースを拡充していくほか、放課後子どもひろばについては、

２３年度の全校実施に向け、本年度は新たに６校で実施します。 

また、児童館については、「第二次新宿区子ども読書活動推進計画」に基づ

き、児童館の蔵書や書架等の設備の更新を進めます。 

 

なお、西落合ことぶき館跡施設を活用した「落合三世代モデル交流事業」で

は、２１年度からの事業開始に向けて、ワークショップでの検討を進めるとと

もに、プレイベントを実施します。 

 

次に、子ども発達センターについては、発達相談を充実するとともに、２３

年度を目途に旧東戸山中学校跡に建設予定の新しい施設へ移転するための準備

を進めます。 

 

また、子育て家庭の状況を踏まえた、公私格差の是正、負担軽減策として、

私立幼稚園などに在籍する幼児の保護者の負担軽減を図るため、入園料補助金

を一律３万円から８万円に拡充するとともに、保育料補助の支給対象者の拡大

と支給額の増額を図ります。 

 

なお、２２年度から始まる後期の「次世代育成支援計画」の策定に着手する

ため、本年度は子どもの生活や子育ての実態についてのアンケート調査を実施
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します。 

 

次に、未来を担う子どもが「生きる力」を育む学校教育の充実についてです。 

１８年度から実施した四谷中学校でのコミュニティ・スクール研究調査の成

果を踏まえ、本年度は同校を地域協働学校推進モデル校として指定するととも

に、今までの学校評価の仕組みに加え、学識経験者等の第三者評価を導入した

新たな学校評価の仕組みを検討していきます。 

また、「確かな学力の育成」への取り組みを引き続き進めていくとともに、

若手教職員の授業力の向上等を目的に「授業改善推進員」の派遣等を進めるほ

か、外国人英語教育指導員の充実を図ります。 

さらに、地域の商店、事業所等で仕事を体験する「中学生の職場体験事業」

の体験日数を拡充します。 

なお、協働提案事業として、ＮＰＯメンバーの海外での活動体験を基にした

外国籍児童・父母への教育支援を行っていきます。 

 

次に、発達障害のある児童・生徒等に対し適切な指導を行うため、情緒障害

等通級指導学級を天神小学校に１学級増設します。併せて特別支援教育センタ

ーを拠点とした巡回指導・相談体制を拡充するとともに、特別支援教育推進員

の各学校への派遣を進めます。 

 

次に、第七次学校適正配置計画に基づき、２３年４月の開校を目指し、西戸

山中学校と西戸山第二中学校を統合した「新宿西戸山中学校」の整備を進めま

す。また、牛込地区における学校適正配置については、ＰＴＡ代表・学校評議

員代表・地域代表等との協議を重ねながら、取り組んでまいります。 
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さらに小・中学校の図書室、特別教室等の空調化全校整備に向け、本年度は

小学校１５校の整備を行うとともに、小学校及び中学校全校の机と椅子を一斉

更新します。また、四谷第六小学校の小学校運動場を天然芝生化します。 

 

次に、生涯学習・スポーツ活動を楽しむ環境の充実です。 

落合中央公園野球場の人工芝の張替えを行うとともに、落合中央公園庭球場

のハードコートを砂入り人工芝化し、多目的化を図ります。また、学校施設等

の開放については、家庭科室、音楽室等の特別教室についても貸し出しの対象

とします。 

 

なお、図書館の充実についてですが、中央図書館の役割や機能を見直し、 

ＩＴ社会に対応した情報センターとしての機能を強化するため新中央図書館の

整備を検討していきます。 

また、中央図書館及び地域図書館にインターネットが利用できるパソコンを

設置するほか、中央図書館では、パソコンの持ち込み利用が可能な閲覧スペー

スを設けるとともに、地域資料等のデータベース化やＩＴ機能を装備したレフ

ァレンス専用カウンターを設置します。 

 

次に、健康づくりの推進についてです。 

健康で豊かな人間性を育む「食育」を推進するため、「食育ボランティア」

を育成し、地域における「食育」活動の支援を行なうとともに、学校、幼稚園、

子ども園において、教員や栄養職員の中に「食の教育推進リーダー」を育成し、

指導体制を整備するなど教育委員会と連携した取り組みを進めていきます。 
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また、近い将来に発生が危惧されている新型インフルエンザに対する取り組

みとして、本年度は、健康危機管理体制の整備や、訓練の実施、防護服などの

整備を進めていきます。 

 

さらに、今後増加の見込まれる在宅療養者が、安心して療養生活を送れるよ

う、新宿区医師会が行う夜間往診事業に対して支援をします。また、医療法改

正に伴う医療安全支援については、患者からの苦情や相談に応じる医療安全相

談窓口を、２０年７月に新宿区保健所に開設します。 

 

まちづくりの基本目標の三つ目は、『安全で安心な、質の高いくらしを実感

できるまち』です。 

 

シニア世代が、地域で活動できる環境を整えていくために、従来のことぶき

館をシニア世代の活動の拠点となるよう、「シニア活動館」として整備してい

きます。本年度から、旧高田馬場第一ことぶき館を、「高田馬場シニア活動

館」として運営を開始します。 

 

次に、地域において、いかなる境遇にあっても、その人らしい生活が送れる

社会環境の整備です。 

はじめに、高齢者を地域で支える仕組みづくりについてです。 

地域の大きな課題である「孤独死」ゼロを目指し、高齢者の孤独死対策を引

き続き推進するとともに、今後増加が予想される認知症高齢者を地域で支える

ため、認知症高齢者とその家族を支える「認知症サポーター」を育成するため

の講習会を開催します。 
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加えて、一人暮らし高齢者等を対象に、住宅用火災警報器を給付する事業に

ついては、対象を７５歳以上の一人暮らし等世帯から、６５歳以上の一人暮ら

し等世帯に拡大して実施してまいります。 

 

次に、介護が必要となった時に、安心して介護サービスが受けられる環境づ

くりです。 

本年６月、百人町四丁目に特別養護老人ホーム「（仮称）新宿けやき園」を

民設民営方式で開設します。また、矢来町の都有地を活用し、認知症グループ

ホーム等を併設した特別養護老人ホームを民設民営方式により整備します。加

えて、本年度は新たに２１年度の開設に向け、旧東戸山中学校跡地を活用した

小規模特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居

宅介護の整備を行ってまいります。 

また、介護予防への取り組みを充実するため、介護予防が必要な特定高齢者

向けの事業を拡充するとともに、その参加料を無料化します。併せて、一般高

齢者向けの介護予防事業であるシニアスポーツチャレンジ事業等の参加料につ

いても引き下げを図ります。 

さらに、本年度は、第３期介護保険事業計画の最終年度にあたるため、介護

保険サービスの整備状況などを踏まえ、第４期介護保険事業計画を策定してま

いります。 

 

次に障害のある方とその家族を支えるサービスの充実です。 

本年度は、施策の基本的な考え方を示す新たな「障害者計画」とサービスに

関する基本的な考え方を定めた「障害福祉計画」とを一体的に策定してまいり

ます。 
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また、本年度中に知的障害者向けのグループホームを、区内に１所整備する

ための取り組みを進めます。 

 

なお、本年６月、百人町四丁目の特別養護老人ホームに併設する障害者入所

支援施設「（仮称）新宿けやき園」に対して、重度障害者の受け入れを進める

ための夜間看護職員の配置に対する支援等を行います。 

 

併せて、重度心身障害者等に対するタクシー利用料の助成については、「タ

クシークーポン券」の給付に変更して、利用者の利便の向上を図ってまいりま

す。 

 

次に、障害者、高齢者、若年非就業者に対する就労支援についてです。 

本年度は、障害者、若年非就業者の就労訓練等の場であるコミュニティショ

ップの拡充を図るとともに、区の就労支援の中核的機関となる「（仮称）新宿

仕事センター」の２１年度開設に向け取り組んでまいります。また、協働提案

事業として、経済的な自立を目指す女性を対象に、就職塾の実施、個別相談を

行う就労支援事業を行っていきます。 

 

次に、ホームレス対策としては、東京都やＮＰＯと連携し、拠点相談事業、

自立支援ホーム等の事業に取り組み、一人ひとりの状況に応じたきめ細かい支

援を進めます。 

また、生活保護を受けている方の日常生活における自立や地域社会への参加、

就労意欲の向上などを図る自立促進事業を進めます。 
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さらに、家庭、多重債務・医療・介護など多種多様な問題を抱えた方の生活

を支援するため、新たに生活支援相談員を配置し、相談体制の充実を図ってま

いります。併せて、多重債務者に対しては、弁護士、消費生活相談員、生活支

援相談員などによる総合的な「多重債務特別相談」も実施していきます。 

また、悪質商法に対する若年者の被害防止を図るため、新たに啓発冊子を作

成し、区内高校に配布していきます。 

 

次に安心して住み続けられる豊かな住まいづくりについてです。 

今後、区内で老朽化により建替えや大規模修繕を必要とするマンションが増

加することから、分譲マンションの建替え、改修に関するアドバイザー制度を

利用した管理組合等に対し、その経費の一部を助成いたします。 

また、本年度から、火災等の災害により住居を失った方が、一時的に民間賃

貸住宅等に入居した場合、その住宅の確保に要する経費の一部を助成します。 

 

なお、早稲田南町地区の区営住宅はエレベーターが設置されていないなど、

入居者の高齢化が進んでいることから建物の改善が必要になっています。そこ

で、早稲田南町第２アパートの建替えによる居住環境の向上を図るため、入居

者への説明を行ってまいります。 

 

次に、地域の安全への取り組みや、自然災害に対する備えの推進についてで

す。 

 

区民の積極的な防犯活動を支援する「安全推進地域活動重点地区」について

は、本年度対象地区を１０地区増やします。 
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また、まちの防犯性を強化するため、町会等の管理する民有灯の一斉照度調

査を実施するとともに、本年度から区による改修工事を行っていきます。 

 

次に、民間の木造建築物等に対する耐震化支援事業については、本年度から

費用負担が比較的少なくてすむ木造住宅の簡易耐震補強工事への助成を開始す

るほか、耐震シェルターや耐震ベッドの設置についても助成を行ってまいりま

す。 

 

併せて、道路・公園の防災性の向上を図るため、１９年度に用地取得した

「（仮称）富久公園」を防災活動に資する公園として整備し、開園します。ま

た、新宿中央公園については、災害時の広域避難民の安全確保を図り、迅速な

情報提供が行えるよう、２０年度は放送設備の改修を行います。 

 

なお、主要な区道の無電柱化整備を実施し、災害に強いまちづくりと美しい

景観づくりを進めるため、本年度は三栄通りの設計を行い、２１年度から工事

に着手していきます。 

 

次に、災害発生時の体制の充実についてです。 

区の防災行政無線の音声が届かない地域の解消に向け本年度から整備を行っ

ていきます。併せて、１９年１０月から開始された緊急地震速報を小・中学校

をはじめ、区立の各施設に導入するため調査・設計を行ってまいります。 

 

また、災害発生時に地域本部となる各特別出張所が円滑な情報収集活動が行

えるよう備品等を整えるとともに、非常電源設備の運転可能時間が２日間程度
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となるように整備していきます。 

 

なお、新たに社団法人東京社会福祉士会に委託して災害時要援護者に対する

聞き取り調査を行い、避難支援プランを作成してまいります。 

また、２０年１月に東京都と合同で実施した駅前滞留者対策訓練で浮き彫り

になった課題を踏まえ、本年度はミニＦＭ局を活用した防災訓練を実施してま

いります。 

 

まちづくりの基本目標の四つ目は、『持続可能な都市と環境を創造するま

ち』です。 

 

１９年度末に改定される「環境基本計画」に基づき、区は区有施設に太陽光

発電・風力発電設備、雨水利用設備を設置するなど地球温暖化対策に積極的に

取り組んでいきます。 

また、新たに、「みどりのカーテン」普及事業を開始するほか、カーボンオ

フセットの考え方に基づき、さる２月１０日に環境保全に関する協定を結んだ

伊那市の植林活動や森林保全を支援することでＣＯ２の削減を図る仕組みづく

りを検討します。 

さらに、区民が環境問題に関心を持ち、行動できるよう、環境教育ガイドラ

インを作成するとともに、区内小・中学校の児童・生徒による環境学習発表会

を実施します。 

一方、ごみの発生抑制を基本としたごみの減量とリサイクルを積極的に進め

るため、２０年度から２３区で実施する廃プラスチックのサーマルリサイクル

に併せて、容器包装プラスチックの資源回収を区内全域で実施します。 
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また、新たに「（仮称）３Ｒ推進協議会」を設置し、区民や事業者とともに、

ごみ発生抑制に向けた取り組みを推進していきます。 

 

次に豊かな水とみどりの保全と創造を積極的に進めるまちづくりです。 

みどりとふれあう機会を創出するため、おとめ山公園に隣接する公務員宿舎

跡地を取得し、「区民ふれあいの森」として、２３年度中の一部開園を目指し

整備していきます。 

また、新宿御苑内の散策路に、２３年度を目途に「玉川上水を偲ぶ流れ」を

整備していきます。 

さらに、区立小・中学校をはじめとする公共施設の緑化を推進するほか、屋

上緑化・壁面緑化等による民間施設の緑化を進めるとともに、商店街等の道路

空間や公共施設にハンギングバスケットやプランターの設置を進めます。 

併せて、区立公園や学校などにビオトープを創出し、チョウやトンボが飛び

交う自然環境の実現を図り、区民が自然とふれあう機会を提供します。 

 

次に、きれいなまちを目指した、良好な生活環境の整備の推進についてです。 

老朽化した公園トイレや公衆トイレを、清潔で誰もが利用しやすいトイレに

改修していきます。 

併せて、路上喫煙禁止対策については、来街者への啓発を促進するため、本

年度は土曜や日曜、祝日のキャンペーンやパトロールを強化します。 

 

なお、放置自転車対策については、１９年度に策定した自転車等総合計画に

基づき、２３年度までに区内全駅に自転車駐輪場を設けるため、本年度は西早

稲田駅に自転車駐輪場を整備します。さらに自動二輪車の駐車対策を進めるた
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め、民間駐車場への受入要請を継続的に行うとともに、道路空間を利用した自

動二輪車の駐車場を試験的に整備します。 

 

次に、魅力とにぎわいのある都市空間の形成についてです。 

新宿駅周辺地区については、靖国通り地下通路延伸、東西駅前広場の再整備、

新宿通りモール化など駅周辺の歩行者空間の整備等を促進するために新宿駅周

辺地区整備推進計画を２か年かけて策定していきます。 

なお、新宿駅の東西自由通路については、本年度ＪＲ東日本が事業着手する

運びとなり、区としても必要な支援を行います。 

また、高田馬場駅周辺については、周辺に福祉施設が集積していることを踏

まえ、戸山口や駅周辺道路を誰もが歩きやすく、利用しやすい環境に整備する

とともに、魅力とにぎわいのある駅前空間の創出を目指し、本年度、戸山口を

中心とした整備方針の策定を行います。 

 

次に、地域活性化バスの整備促進についてですが、新宿駅周辺地区の循環型

バスについては、民間事業者による本年度中の運行開始を目指します。 

また、四谷地区において地域バスを検討している自主運営組織に対し必要な

支援を行ってまいります。 

 

次に、ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めるため、本年

度から２か年かけてガイドラインを策定いたします。 

また、鉄道駅のバリアフリー化については、下落合駅及び大久保駅のエレベ

ーター設置に対して支援を行います。さらに、重点地区である高田馬場駅周辺

地区と新宿駅周辺地区の区道のバリアフリー化を進めます。 
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なお、都市計画道路補助第７２号線の整備については、大久保通りから諏訪

通りの第Ⅱ期区間の２３年度開通に向けて用地の買収を進めます。 

 

まちづくりの基本目標の五つ目は、『まちの記憶を活かした美しい新宿を創

造するまち』です。 

 

新宿区の歴史や自然環境と調和した魅力ある景観を守るとともに、美しい景

観を創り後世に伝えていくため、景観行政団体としての指定と、景観計画の策

定を目指します。また、景観計画の策定を見据え、屋外広告物の実態調査を行

うとともに、基準を満たさない広告物の是正指導を行います。 

 

次に、地域の課題にきめ細かく対応したまちづくりを進めていくため、地域

住民や事業者との協働による地区計画の策定に向けた活動を支援します。 

 

また、だれもが楽しく歩きたくなる道づくりを目指して、本年度は神田川の

豊水橋から淀橋までを、水辺とまちの散歩道として整備します。併せて、地域

に親しまれている道路の通称名を公募等により選定し、通称名板の設置を進め

るため、本年度は５路線の選定を行います。 

さらに、高齢者の健康づくりや介護予防を推進するため、安心して歩くこと

ができるウオーキングコースを、神田川沿いに１コース整備するとともに、健

康遊具を設置した公園「いきいきパーク」を、２か所整備してまいります。 

 

また、区民に愛される魅力ある公園を目指し２１年度に策定する「魅力ある
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身近な公園づくり基本計画」のための現況調査を行います。なお、西大久保児

童遊園については、周辺の住民と協働して作成した改修計画案を基に改修工事

を行います。 

 

まちづくりの基本目標の六つ目は、『多様なライフスタイルが交流し、「新

宿らしさ」を創造していくまち』です。 

 

新たな文化、芸術を育成し、にぎわい産業の活性化を図るため、歌舞伎町ル

ネッサンスの取り組みと連動して、吉本興業株式会社、宝塚造形芸術大学、芸

能花伝舎などと連携し、「新宿文化ロード」の創出に向け取り組んでまいりま

す。 

また、本年度は、歌舞伎町版タウン・マネージメント組織を設立するととも

に、花道通りⅡ期区間と西武新宿駅前通りを、違法駐車の排除や、地区内交通

の円滑化が図れるよう整備するほか、大久保公園を、大衆文化発信の拠点とな

るイベント広場としても活用できるよう、２１年度の整備に向け本年度は調

査・設計を行います。 

 

次に新宿の文化・歴史資源の整備・活用についてです。 

 

「漱石山房」の復元に向けた機運を高めるとともに、復元に関する調査・検

討を進めていきます。 

併せて、落合地域に残る貴重な文化・歴史資源を活用する取り組みの一環と

して、現在佐伯公園に保存されている「佐伯祐三」のアトリエを２２年度中の

公開を目指して整備していきます。 



 

- 22 - 

 

なお、２０年３月の新宿文化センターのリニューアルオープンを記念して、

劇団「わらび座」との共同制作によるミュージカル「火の鳥」の公演など各種

の事業を行っていきます。 

 

また、今後の「文化芸術のまち新宿」の実現を目指す指針として、「（仮

称）文化芸術基本条例」を２１年度を目途に制定していきます。 

 

次に、新宿ならではの活力ある産業の育成です。 

１９年度末に策定される「産業振興プラン」を踏まえ、創造力を活かした産

業の振興を支援するため、文化創造産業育成委員会を設置し、文化と産業とを

融合する仕組みや、振興策の検討等を進めます。併せて、文化や芸術に造詣の

ある専門家を「産業創造プランナー」として活用し、創業支援や企業の技術革

新等への支援を行います。 

 

また、本年度から、中小企業の経営改善への支援策として、経営・財務など

の専門家を派遣する「ビジネスアシスト新宿」事業を実施します。さらに中小

企業の大きな課題である人材確保を支援するため、区内中小企業を対象とした

「就職面接会」を、ハローワーク新宿との共催で実施するほか、新宿区におけ

る「ものづくり産業」の維持・発展のため、優秀な技能を有する方を認定する

「新宿ものづくりマイスター認定制度」を始めます。 

 

次に、活気と魅力あふれる商店街づくりについてです。 

１９年度から開始した「商店会サポーター」による助言、指導を中心に、引
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き続き支援を行っていくとともに、本年度は、商店街活性化の鍵となる「空き

店舗対策」について、区独自の「空き店舗活用支援事業」を創設します。 

 

なお、原油価格の高騰や改正建築基準法の施行による影響に対応するために、

中小企業向け商工業緊急資金融資枠の拡大を図ります。 

 

次に、これからの観光施策の中核として、観光や、関連するにぎわい産業な

どの企画、情報の発信等を行う「（仮称）新宿文化観光ビューロー」を関係団

体との連携のもとに２２年度を目途に設置していきます。併せて、観光シティ

ガイド認定制度について２１年度の開始に向けて検討を進めます。 

 

次に多文化共生のまちづくりの推進についてです。 

「しんじゅく多文化共生プラザ」を拠点とした事業を引き続き進めていくと

ともに、外国人を含む地域住民や活動団体からなるネットワーク連絡会を基に、

外国人が区政へ参加できる場の創出を図っていきます。 

また、来日間もない外国人が日本での生活を円滑にスタートできるよう、生

活習慣や地域情報をわかりやすく紹介するガイドブックやマップを配布する

「外国人生活スタート応援事業」を実施します。 

 

次に、「新宿区平和都市宣言」の趣旨に基づく平和の普及啓発活動について

は、より多くの区民の参加を目指し映画上映会等を開催するほか、本年度から、

戦争体験者の方を語り部として小学校などに派遣してまいります。 

 

４ 区政運営の基本目標と施策の推進体制 
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次に、区政運営にあたっての取り組みについてです。 

  

まちづくり事業を推進し下支えするとともに、区民起点の区政運営を進める

ために、『好感度一番の区役所の実現』と『公共サービスのあり方の見直し』

の、二つの基本的な視点をもって、取り組んでまいります。 

 

一つ目は、『好感度一番の区役所の実現』についてです。 

多様なライフスタイルに対応した窓口サービスの充実を図るため、夜間や土

曜、日曜も含め区政全般に関する簡易な問い合わせに対して回答する「コール

センター」を本年３月に開設するとともに、「よくある質問と回答」をホーム

ページ上で公開していきます。 

また、個人住民税の督促分や後期高齢者医療保険料についてもコンビニ収納

が利用できるようにします。 

加えて、住民票の写しと印鑑登録証明書の取扱時間の拡大を図るため、証明

書自動交付機を本庁舎、第一分庁舎及び各地域センターに、２１年度中を目途

に設置し、稼動させます。本年度は、そのためのシステム開発等の準備を進め

てまいります。 

さらに、図書館資料へのＩＣタグの貼付と、自動貸出機を導入することによ

り、２１年度から特別図書整理期間として休館する日数を短縮してまいります。 

 

次に、情報発信の一つとして、名誉区民のやなせたかし氏に監修していただ

き、子どもたちが自分の身を守る方法を知り、実践していく力を身につけるた

めに、子ども向けのアニメーションビデオを製作します。 
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次に、分権時代にふさわしい職員の育成を図るため、「（仮称）人材育成セ

ンター」の開設に向けた準備を進めるとともに、職員と学識経験者が連携して、

新宿の新しい自治のあり方を研究し、政策提言を行う「新宿自治創造研究所」

を設置し、自治体としての政策形成能力を高めてまいります。 

 

二つ目は、『公共サービスのあり方の見直し』についてです。 

まず、公共サービスの提供体制の見直しとして、図書館、あゆみの家におけ

る指定管理者制度の導入準備を進めるとともに、児童館、シニア活動館、（仮

称）地域交流館における指定管理者制度の活用について、管理業務の内容や選

定方法などを検討してまいります。 

 

次に、新たな需要に対応し、より多くの区民が利用、交流できるように、施

設の機能転換を目指します。 

まず、乳幼児や中高生の居場所を整備するとともに、子育ての悩みや不安を

相談できる体制を整えるため、児童館機能を併せもった子ども家庭支援センタ

ーを整備していきます。 

また、ことぶき館を「シニア活動館」と「（仮称）地域交流館」とに機能を

分け、「シニア活動館」はボランティアなど社会貢献活動などの幅広い活動が

展開できる拠点として、また、「（仮称）地域交流館」は多世代交流や介護予

防などに地域ぐるみで取り組む場として整備していきます。 

一方、区民全体の学びと協働を総合的に支援・コーディネートするために、

新宿コズミックセンターを生涯学習の拠点機能として活用するとともに、従来

の社会教育会館は、協働と自治の学びを進めるコミュニティ施設「生涯学習
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館」へと機能を転換します。 

 

次に、各地区の施設活用についてです。 

四谷地域の拠点の形成として、旧四谷第三小学校の活用について、地域の皆

様と地区計画の策定を目指して、検討を進めてまいります。 

 

また、旧東戸山中学校の跡地活用として、「（仮称）新宿仕事センター」及

び「子ども発達センター」と「子ども家庭支援センター」などの設計に着手す

るとともに、校舎など既存建物の解体工事を行ってまいります。また、土地の

一部を社会福祉法人に貸し付け、小規模特別養護老人ホームなどを民設民営方

式により整備するため、事業者選定を行います。 

 

戸塚小売市場廃止後の活用としては、１階の市場跡を、大型家具のリユース

ショップなどのリサイクル活動の場として活用するとともに、会議室などを地

域に開放することにより、地域におけるリサイクル活動等の推進を図ってまい

ります。また、２階以上の教職員住宅の跡施設は、社会福祉法人に貸し付けて、

火災等緊急時の被災者一時避難施設及び母子生活支援施設として活用していき

ます。このため、２０年度は耐震診断と改修設計を行います。 

 

また、移転を予定している高田馬場福祉作業所の移転後の活用として、障害

者グループホームなどの設置を検討していくため、現在借り受けている国有地

を取得します。 

なお、組織改正や会議室の不足に対応するため、本年度旧四谷第五小学校敷

地に第二分庁舎の分館を建設します。併せて、庁舎が分散していることによる
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諸課題を解決するため、建設から４０年以上経っている本庁舎のあり方につい

て検討していきます。 

 

一方、総合計画・実行計画の適切な進行管理を図るため、外部評価の本格的

な実施に取り組むとともに、区政モニターアンケートの規模の拡充や、区民意

見のデータベース化を進めることにより、収集したデータ及び分析結果を行政

評価等に積極的に活用してまいります。 

 

以上申し上げた考え方と併せて、基本構想・総合計画・実行計画の着実な推

進に向け、２０年度からの体制を構築するため、新たに「子ども家庭部」や

「環境清掃部」を設置するなど区の組織を全面的に改正したところであり、区

の新たな政策課題に的確に対応してまいります。 

 

最後になりますが、サブプライムローン問題に端を発したアメリカの景気後

退への懸念は、世界経済の先行きに大きな不安をもたらしています。また、原

油価格の高騰は、消費者物価の上昇となってあらわれ、区民生活へ大きな影響

を落とし始めています。一方、東京都が５年ごとに実施している「都民の生活

実態と意識」の１８年度調査では、年収が５００万円未満の世帯が初めて５割

を超え、また３００万円未満の世帯も３割近くに上っており、東京でも低所得

層の増加が顕著になっている実態が明らかになってきました。 

こうした状況のもと、私は、区民の生活を守り、支えていくことが基礎自治

体の長としての私の大きな責務であると考えております。 

このため、本年度は、障害者や一人暮らし高齢者、子育て家庭等への支援、

生活保護世帯、ホームレス、中小企業者等への支援及び新たな就労支援の推進
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など区民が安心して日々の暮らしを過ごせるよう、セーフティネットにかかる

事業の充実を図りました。 

これに加えて、税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置として実施してき

た保険料の特例措置については、本年度も区独自の施策として継続していきま

す。さらに、通所介護・通所リハビリテーション利用者の食費負担に対する助

成についても、引き続き行うとともに、対象を区内全ての事業所に拡大します。

また、軽度者向け特殊寝台貸与料の一部助成についても、継続してまいります。 

一方、障害者が福祉作業所等の区立施設を利用する際には、給食費として食

材費の負担軽減を行うなど、１８年度から行っている障害者自立支援制度に対

する区独自の軽減策についても、継続してまいります。加えて、本年４月から

の後期高齢者医療制度の開始に伴う区独自の事業として、病院等に入院した 

７５歳以上の高齢者等を対象に、新たに、入院時負担軽減支援金を支給してま

いります。 

 

５ 予算の概要について 

 

次に、平成２０年度の予算の概要について申し上げます。 

政府の２０年度一般会計予算案は、新規国債発行額を４年連続で減額したも

のの、社会保障関係費や地方交付税交付金などの増加により、対前年度比  

０．２％増の総額８３兆６１３億円の規模となりました。 

一方、東京都の２０年度一般会計予算案は「『１０年後の東京』の実現に向

けた取り組みを加速させるとともに、いかなる状況変化の下でも、その取り組

みを支え得る持続可能な財政基盤を築き上げる予算」と位置づけ、好調な都税

収入を背景に、対前年度比３．８％増の６兆８，５６０億円となり、３年連続
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で６兆円を超える規模となっています。 

 

そして、新宿区の２０年度一般会計予算案は、総合計画、実行計画の初年度

の予算になることを踏まえ、「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいの

まち」の実現に向け、確かな一歩を踏み出す予算と位置づけました。 

また、編成にあたっては、区民起点の発想による事業構築、区民の知恵と力

が活きる参画と協働の取り組みの充実、地域力を高める取り組みの実践、緊要

な課題への機動的、柔軟な対応、決算分析に基づく重点的、効果的な財源配分

の五点を取り組みのテーマとしました。 

 

その結果、予算の規模は１，２０８億円となり、前年度に比べ２２億円、 

１．８％の増となっています。 

また、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、新たに後期高齢者医療特

別会計を設置しますが、これまで老人保健特別会計で支出していた後期高齢者

の医療給付費は、東京都後期高齢者医療広域連合が支出する仕組みへと移行す

るため、老人保健特別会計が大幅な減となり、会計合計では１，７９５億円、

前年度に比べ１１９億円、６．２％の減となっています。 

 

２０年度の予算では、特別区民税や都区財政調整交付金等の一般財源収入の

堅調な伸びを見込むとともに、第一次実行計画が掲げる事業の着実な予算化と

医療制度改革等に対応した事業の見直しを行っています。 

 

また、第一次実行計画の財政収支見通しでは、将来需要を見据え、歳入の確

保に加え、基金、起債を活用した柔軟な財政運営を図ることとしています。 
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一方で、現状は景気の先行きに対する不透明感が増しつつあり、将来に向か

って、区税等の一般財源に大きな伸びを期待することはできません。 

さらに、今後の地方税財政制度改革の動向にも十分に留意していく必要があ

ります。 

今後の区財政を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しつつ、安定した財政運営

を持続していくためには、公共サービスのあり方を見直し、人員や予算等の限

られた行政資源を、効果的、効率的に活用していくことが不可欠と考えます。 

 

６ おわりに 

 

本年度は、新たな基本構想や総合計画に基づき区政の未来に向けて船出をす

る時です。 

私は、新宿区を「誰もが誇れるまち」、「いつまでも住み続けられるまち」

にするために、すべての区民の皆様に新しい基本構想と総合計画に掲げた理念

を、ぜひ共有していただきたいと願っています。 

そして、「新宿力」という言葉に込められた自治の力を十分に発揮すること

により、「地域主権」の時代にふさわしい夢と希望のある新宿区の実現を目指

していきたいと考えています。そのために私は、職員とともに全力を傾けてま

いります。 

 

何とぞ、議会並びに区民の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 本文は口述筆記ではありませんので、 

表現その他に若干の変更があることが 

あります。 
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